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○
告
　
　
　
　
　
示

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
六
号

　

瀬
戸
内
海
環
境
保
全
特
別
措
置
法
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
特
定
施
設
の
構
造
等
の
変
更
の
許
可
申
請
が
あ
っ
た
。

　

な
お
、
次
の
と
お
り
当
該
特
定
施
設
の
構
造
等
を
変
更
す
る
こ
と
が
環
境
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
の
調

査
の
結
果
に
基
づ
く
事
前
評
価
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

一　

申
請
の
概
要

　

１　

申
請
者
の
住
所
及
び
名
称
並
び
に
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
　
　

中
津
市
三
光
土
田
字
平
原
五
百
二
十
五
―
一

　
　
　
　

熊
谷
・
西
武
・
大
豊
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体

　
　
　
　
　

所
長　

徳　

永　

英　

人

　

２　

特
定
事
業
場
の
所
在
地
及
び
名
称

　
　
　

中
津
市
本
耶
馬
渓
町
下
屋
形
地
先

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　
　
　
　

熊
谷
・
西
武
・
大
豊
特
定
建
設
工
事
共
同
企
業
体
三
光
第
三
ト
ン
ネ
ル
作
業
所

　

３　

特
定
施
設
の
種
類

　
　
　

水
質
汚
濁
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
六
年
政
令
第
百
八
十
八
号
）
別
表
第
一
第
五
十
五
号　

生
コ

　
　

ン
ク
リ
ー
ト
製
造
業
の
用
に
供
す
る
バ
ッ
チ
ャ
ー
プ
ラ
ン
ト

　

４　

変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
の
内
容

　
　
　

特
定
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水
又
は
廃
液
の
処
理
方
法
及
び
排
出
水
の
量

　

５　

汚
水
等
の
処
理
の
方
法

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

二

区

分

　

変

更

前

　

　

変

更

後

　

種

類

濁
水
処
理
設
備

同
上

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
・
砂
ろ
過
方
式

同
上

能

力

六
〇
㎥
／
時

同
上

構

造

鋼
板
製

同
上

主

要

寸

法

縦
一
〇
ｍ　

×　

横
一
六
ｍ　

×　

高
さ
五
・
五
ｍ

同
上

工

事

着

手

予

定

年

月

日

既
設

同
上

工

事

完

成

予

定

年

月

日

既
設

同
上

使

用

開

始

予

定

年

月

日

既
設

同
上

使

用

時

間

間

隔

連
続

同
上

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

同
上

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

同
上

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

一
、
四
四
〇

一
、
四
四
〇

一
、
四
四
〇

一
、
四
四
〇

一
、
一
五
二

一
、
一
五
二

一
、
四
四
〇

一
、
四
四
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
二　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
一　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
二　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

一
、
五
〇
〇　
　

五　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

七　
　

一
、
五
〇
〇　
　

五　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

七　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

二　
　

一
五　
　

四　
　

一
〇　
　

二　
　

一
五　
　

四　
　

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
・
五

〇
・
四

二　
　

〇
・
六

一
・
五

〇
・
四

二　
　

〇
・
六

ノ

ル

マ

ル

ヘ

キ

サ

ン

抽

出

物

質

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
未
満

一
未
満

二　
　

二　
　

一
未
満

一
未
満

二　
　

二　
　

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

三

区

分

　

変

更

前

　

　

変

更

後

　

種

類

濁
水
処
理
設
備

同
上

処

理

方

式

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
・
砂
ろ
過
方
式

同
上

能

力

五
〇
㎥
／
時

同
上

構

造

鋼
板
製

同
上

主

要

寸

法

縦
九
ｍ　

×　

横
二
二
ｍ　

×　

高
さ
四
・
三
ｍ

同
上

工

事

着

手

予

定

年

月

日

既
設

同
上

工

事

完

成

予

定

年

月

日

既
設

同
上

使

用

開

始

予

定

年

月

日

既
設

同
上

使

用

時

間

間

隔

連
続

同
上

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

二
四
時
間

同
上

使

用

の

季

節

的

変

動

な
し

同
上

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

　
　

三
六
七

　
　

三
六
七

　
　

五
七
〇

　
　

五
七
〇

　
　

九
六
〇

　
　

九
六
〇

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

一
一　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
二　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
一　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
二　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

一
、
五
〇
〇　
　

五　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

七　
　

一
、
五
〇
〇　
　

五　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

七　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
〇　
　

二　
　

一
五　
　

四　
　

一
〇　
　

二　
　

一
五　
　

四　
　

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
・
五

〇
・
四

二　
　

〇
・
六

一
・
五

〇
・
四

二　
　

〇
・
六

ノ

ル

マ

ル

ヘ

キ

サ

ン

抽

出

物

質

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
未
満

一
未
満

二　
　

二　
　

一
未
満

一
未
満

二　
　

二　
　

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

四

区

分

　

変

更

前

　

　

変

更

後

　

種

類

―

濁
水
処
理
設
備

処

理

方

式

―

炭
酸
ガ
ス
に
よ
る
中
和
及
び
造
粒
沈
殿
・
砂
ろ
過
方
式

能

力

―

五
〇
㎥
／
時

構

造

―

鋼
板
製

主

要

寸

法

―

縦
一
〇
ｍ　

×　

横
三
〇
ｍ　

×　

高
さ
五
・
五
ｍ

工

事

着

手

予

定

年

月

日

―

令
三
・
一

工

事

完

成

予

定

年

月

日

―

令
三
・
一

使

用

開

始

予

定

年

月

日

―

令
三
・
二

使

用

時

間

間

隔

―

連
続

一

日

当

た

り

の

使

用

時

間

―

二
四
時
間

使

用

の

季

節

的

変

動

―

な
し

汚
水
等
の
一
日
当
た
り
の
量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

―

―

―

―

　
　

九
六
〇

　
　

九
六
〇

一
、
二
〇
〇

一
、
二
〇
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

処　

理　

前

処　

理　

後

水

素

イ

オ

ン

濃

度

―

―

―

―

一
一　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

一
二　
　

五
・
八
～　
　

八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
〇　
　

三
・
五

一
五　
　

五　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
、
五
〇
〇　
　

五　
　

二
、
〇
〇
〇　
　

七　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
〇　
　

二　
　

一
五　
　

四　
　

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
・
五

〇
・
四

二　
　

〇
・
六

ノ

ル

マ

ル

ヘ

キ

サ

ン

抽

出

物

質

含

有

量

㎎

／
ℓ

―

―

―

―

一
未
満

一
未
満

二　
　

二　
　

　

６　

排
出
水
の
量
及
び
汚
染
状
態
の
値

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

五

区

分

　

変

更

前

　

　

変

更

後

　

排

水

口

名

№１

同　
　

上

一

日

当

た

り

の

排

出

水

量

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

㎥
／
日

一
、
八
〇
〇

二
、
〇
〇
〇

三
、
〇
六
五

三
、
八
三
〇

汚
水

等
の

汚
染

状
態

の
値

項

目

単

位

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

通　

常　

の　

値

最　

大　

の　

値

水

素

イ

オ

ン

濃

度

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

五
・
八
～
八
・
六

生
物
化
学
的
酸
素
要
求
量

㎎

／
ℓ

三
・
五

五　
　

三
・
五

五　
　

化

学

的

酸

素

要

求

量

㎎

／
ℓ

三
・
五

五　
　

三
・
五

五　
　

浮

遊

物

質

量

㎎

／
ℓ

五　
　

七　
　

五　
　

七　
　

窒

素

含

有

量

㎎

／
ℓ

二　
　

四　
　

二　
　

四　
　

り

ん

含

有

量

㎎

／
ℓ

〇
・
四

〇
・
六

〇
・
四

〇
・
六

ノ

ル

マ

ル

ヘ

キ

サ

ン

抽

出

物

質

含

有

量

㎎

／
ℓ

一
未
満

二　
　

一
未
満

二　
　

二　

事
前
評
価
に
関
す
る
書
面
の
縦
覧
期
間
及
び
縦
覧
場
所

　

１　

縦
覧
期
間

　
　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
八
月
十
八
日
ま
で

　

２　

縦
覧
場
所

　
　
　

大
分
県
生
活
環
境
部
環
境
保
全
課
及
び
中
津
市
役
所

（
告
示
）



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

六

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
七
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

日
田
市
土
地
改
良
区

日
田
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

真
玉
町
土
地
改
良
区 

豊
後
高
田
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
二
十
九
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

安
心
院
土
地
改
良
区

宇
佐
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

（
告
示
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

三
重
町
土
地
改
良
区

豊
後
大
野
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
一
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

西
原
土
地
改
良
区

豊
後
大
野
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
二
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
改

良
区
の
定
款
変
更
を
認
可
し
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

土 

地 

改 

良 

区 

名

所　
　

在　
　

地

認 

可 

年 

月 

日

長
谷
緒
土
地
改
良
区

豊
後
大
野
市

令
二
・　

七
・
一
五

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
三
号

　

森
林
整
備
工
事
入
札
参
加
資
格
審
査
規
程
（
平
成
二
十
一
年
大
分
県
告
示
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

　

第
三
条
第
四
号
中
「
及
び
第
八
号
の
二
」
を
削
る
。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
告
示
は
、
令
和
二
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

七

（
告
示
・
公
告
）

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
四
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

備
考

一
般
国
道
五

〇
二
号

臼
杵
市
野
津
町
大
字
西
畑
字

八
所
四
九
四
二
番
一
地
内

前

Ａ

メ
ー
ト
ル

一
七
・
〇

　

～　

九
・
〇

メ
ー
ト
ル

九
〇
・
〇

上
記
Ａ

及
び
Ｂ

は
、
関

係
図
面

に
表
示

す
る
敷

地
の
区

分
を
い

う
。　

Ｂ

三
三
・
〇

　

～
三
一
・
〇

六
五
・
五

後

Ｂ

三
三
・
〇

　

～
三
一
・
〇

六
五
・
五

県
道
野
津
宇

目
線

臼
杵
市
野
津
町
大
字
清
水
原

字
川
原
二
四
五
番
一
地
先
か

ら臼
杵
市
野
津
町
大
字
岩
屋
字

七
ツ
井
一
二
八
九
番
一
ま
で

前

Ａ

二
一
・
〇

　

～　

五
・
五

一
、
五
九
八
・
〇

臼
杵
市
野
津
町
大
字
落
谷
字

新
道
二
〇
六
〇
番
四
か
ら

臼
杵
市
野
津
町
大
字
岩
屋
字

七
ツ
井
一
二
八
九
番
一
ま
で

Ｂ

六
七
・
〇

　

～　

九
・
〇

二
、
〇
六
〇
・
〇

臼
杵
市
野
津
町
大
字
落
谷
字

新
道
二
〇
六
〇
番
四
か
ら

臼
杵
市
野
津
町
大
字
岩
屋
字

七
ツ
井
一
二
八
九
番
一
ま
で

後

Ｂ

六
七
・
〇

　

～　

九
・
〇

二
、
〇
六
〇
・
〇

　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
告
示
第
四
百
三
十
五
号

　

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
道
路
の

区
域
を
変
更
す
る
。

　

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
二
年
七
月
二
十
八
日
か
ら
二
週
間
大
分
県
土
木
建
築
部
道
路
保
全
課
に
備
え
置

い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

道
路
の
種
類

及
び
路
線
名

区　
　
　

間

区
域
変
更

前

後

別

敷
地
の
幅
員

延　
　

長

県
道
宇
佐
本

耶
馬
渓
線

宇
佐
市
大
字
江
須
賀
字
水
月
九
三
三
番

地
内

前

メ
ー
ト
ル

三
一
・
三

　

～
三
一
・
二

メ
ー
ト
ル

八
・
六

後

五
三
・
六

　

～
三
六
・
〇

八
・
六

○
公
　
　
　
　
　
告

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
八
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
清
算
法
人
下
来
土
地
改
良
区
（
豊
後
高
田
市
）
か
ら
、
退
任
し
た
清
算

人
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
届
出
が
あ
っ
た
。

　
　

令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

氏

名

住

所

安　

東　

正　

洋

豊
後
高
田
市
来
縄
三
一
九
三
番
地

安　

部　
　
　

守

　
　

〃　
　

来
縄
一
二
二
五
番
地

安　

東　

正　

博

　
　

〃　
　

来
縄
一
二
四
三
番
地

大　

江　
　
　

智

　
　

〃　
　

来
縄
一
七
三
一
番
地

河　

野　

昭　

一

　
　

〃　
　

来
縄
三
二
七
一
番
地



令
和
二
年
七
月
二
十
八
日

大
分
県
報

八

（
公
告
）

小　

崎　

健
一
郎

　
　

〃　
　

来
縄
三
〇
七
〇
番
地

清　

原　

康　

幸

　
　

〃　
　

来
縄
四
七
三
番
地

是　

永　

英　

二

　
　

〃　
　

来
縄
四
三
二
番
地
三

清　

原　

正　

信

　
　

〃　
　

来
縄
九
七
八
番
地
三


